
　
当
市
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
観
点

か
ら
、
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告

受
付
を
税
務
課
に
て
、
４
月
16
日

（
木
）ま
で
延
長
し
て
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
な
お
、
確
定
申
告
書
の
作
成
・

提
出
に
つ
い
て
は
、
御
坊
税
務
署

へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
　
税
務
課 

課
税
係

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
４

　
４
月
１
日
（
水
）
か
ら
、ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ
で
、
市
税
等

の
納
付
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
お
手
持
ち
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

に
対
応
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル

し
、
納
付
書
の
バ
ー
コ
ー
ド
を
読

み
込
む
こ
と
で
、
納
付
窓
口
へ
出

向
く
こ
と
な
く
納
付
が
で
き
ま
す
。

〇
納
付
で
き
る
市
税
等

　
市
県
民
税
（
普
通
徴
収
）、
固
定

資
産
・
都
市
計
画
税
、軽
自
動
車
税
、

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
学
童

保
育
所
保
育
料
、
保
育
所
利
用
料

〇
利
用
可
能
な
サ
ー
ビ
ス

　
Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ
、Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
ａ
ｙ
、

　
楽
天
Ｐ
ａ
ｙ
、Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ

※

次
の
納
付
書
は
お
取
り
扱
い
が

　
で
き
ま
せ
ん
。

・
納
期
限
が
過
ぎ
た
納
付
書

・
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
刷
さ
れ
て
い

　
な
い
納
付
書

※

領
収
証
書
及
び
軽
自
動
車
税
納

　
税
証
明
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
必
要
な
方
は
金
融
機
関
窓
口
や

　
コ
ン
ビ
ニ
等
で
納
付
し
て
く
だ

　
さ
い
。
な
お
、
軽
自
動
車
税
納

　
税
証
明
書
に
つ
い
て
は
、ス
マ
ー

　
ト
フ
ォ
ン
で
納
付
後
に
必
要
と

　
な
っ
た
場
合
、
税
務
課
窓
口
に

　
て
申
請
の
う
え
発
行
す
る
こ
と

　
が
で
き
ま
す
。

※

使
用
後
の
納
付
書
は
再
使
用
し

　
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
再
使
用
さ
れ
た
場
合
、
納
め
す

　
ぎ
と
な
り
ま
す
。

問
　
税
務
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
４

　
愛
玩
飼
養
目
的
で
の
捕
獲
が
認

め
ら
れ
て
い
た
メ
ジ
ロ
は
、
現
在
、

原
則
捕
獲
禁
止
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
野
外
で
野
鳥
を
観
察
で

き
な
い
高
齢
者
な
ど
は
捕
獲
が
許

可
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
　
捕
獲
許
可
に
つ
い
て

　
　
御
坊
保
健
所
衛
生
環
境
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
４
・
３
６
１
７

問
　
飼
養
登
録
に
つ
い
て

　
　
市
役
所
農
林
水
産
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
１
０

広報ごぼう 令和２年４月号　

ステーションステーション

場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員 ４８

納　期　限
今月の納期限は４月30日(木)です
◇固定資産税（１期）
◇介護保険料（４月分）

くらしの相談
◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
◇人権相談
　時　４月10日（第２金曜日）
　　　10：00～15：00
　場　御坊福祉センター３階
　人権擁護委員
　　　阪本　仁志　氏
　　 （担当地区：御坊）

　　　田ノ岡　雅子　氏
　　 （担当地区：野口）

　問　法務局
　　　☎0570-003-110
　◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談料
　　が必要です。
◇行政相談
　時　４月８日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター3階
　問　防災対策課
　　　☎0738-23-5528
　行政相談委員
　　　久堀　修二　氏
　　　☎0738-23-2229
　　　寺﨑　鈴子　氏
　　　☎0738-22-2152

く  ぼり    　しゅうじ

さかもと　　ひと し

た　の おか　　まさ こ

てらさき　　すず こ

市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
受
付
の
延
長
に
つ
い
て

市
税
等
の
納
付
が

　
　
　ス
マ
ホ
で
で
き
ま
す

メ
ジ
ロ
の
捕
獲
は

　
　
　
　
　原
則
禁
止
で
す

※12月の納期限日は25日（金）になります。その他の月の納期限日は月末です。
　納期限日が国民の祝日、土・日曜日にあたる場合は、翌日が納期限日となります。

市税の納期に関するお知らせ

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1期

2期

3期

4期

1期

2期

3期

4期

全期

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

区　分 固定資産税 市・県民税 軽自動車税 国民健康保険税

令和２年 ４月30日（木）

　　　　　６月 1日（月）

　　　　　６月30日（火）

　　　　　7月31日（金）

　　　　　8月31日（月）

　　　　　9月30日（水）

　　　　11月 2日（月）

　　　　11月30日（月）

　　　　12月25日（金）

令和３年 2月 1日（月）

　　　　　3月 1日（月）

　　　　　3月31日（水）

納　期　限　日


